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Ａ．研究目的 

  超高齢社会ではケアニーズが増大する

一方で、生産年齢人口の減少によるケア提

供者の不足が生じる。医療機関において、

限られた看護人材で質の高い看護を提供

するには、個々の看護職の能力を高めると

共に、看護業務の効率化を推進する必要が

ある。看護業務の効率化には、業務の標準

化や業務整理といった看護部門内での工

夫の他に、ICT 機器の活用やタスク・シフ

ト/シェア等、看護部門を越えた病院組織

全体での取り組みが考えられる。他部門と

の協働は看護業務の効率化を促進する一

方で、調整不足による活動の停滞を引き起

こすリスクがあり、組織全体での検討に関

与する看護部門責任者が果たす役割は大

きい。そこで本研究では、看護部門の責任

者を対象として、看護業務効率化の取り組

みの具体的内容および促進・阻害要因に関

する認識を明らかにすることを目的とし

た。 

 

研究要旨 

看護業務効率化に関する取り組みの具体的内容および促進・阻害要因に関する看護部

門責任者の認識を明らかにすることを目的とし、「病院の看護業務効率化の取組に関す

る Web 調査」において、本インタビューへの協力意思を示した 9 病院の看護部長または

副看護部長計 9 名にインタビューを行った。 

看護業務効率化の具体的な取り組みとして、ICT の活用や看護補助者の確保・活用、

看護記録や情報収集における工夫、看護提供体制や就業上のルール変更といった看護部

内での取り組みと他職種とのタスクシェアや専門職・非専門職へのタスク・シフト/シ

ェア、部門間での業務分担等、病院組織全体としての取り組みが行われていた。このよ

うな取り組みによる効果として、患者ケアの質の向上や看護師の労働環境の改善、業務

負荷の軽減などが認識されていた。 

看護業務効率化の取り組みを促進した要因として、看護部長のリーダーシップの発揮

や課題を共有・検討する組織の存在、コミュニケーションが良好で助け合おうとする風

土等、阻害する要因として、人材不足による業務の委譲困難、改革に対する関係者の認

識の変容困難等が挙げられた。従来のやり方にとらわれず改革を進めるには病院幹部や

多職種・多部門から構成される組織体で情報を共有し、看護部内の組織で具体的に進め

るとともに方針や検討内容が浸透するための助け合いや変化を受け入れる風土づくり

が重要である。 
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Ｂ．研究方法 

1．調査対象 

「病院の看護業務効率化の取組に関す

る Web 調査」において、本インタビューへ

の協力意思を示した 9 病院の看護部長ま

たは副看護部長計 9 名 

 

2．調査方法 

オンラインもしくは対面での半構造化

インタビュー調査 

 

3．調査期間 

2025年 2 月～2025年 4月 

 

4．調査内容 

1）対象者の基本情報 

 「病院の看護業務効率化の取組に関する

Web 調査」の回答より、病床規模、主たる

病院機能、職位経験年数等を取得した。 

 

2）インタビュー項目 

①病院全体および看護部門における業

務効率化の方針 
②効果・成果があったと認識している取

り組みおよび取り組みを促進した要因 
③取り組みにおける困難や課題および

それへの対応 
 

5．分析方法 

 インタビュー内容の逐語録から①看護

業務効率化に向けた取り組み、②取り組み

を促進した要因、③取り組みを阻害した要

因、④業務効率化の取り組みによる効果に

該当する部分を抜き出し、簡潔に表現した

コードを作成した。次に、①②③それぞれ

のコードを内容の類似性と相違に基づい

て分類し、サブカテゴリーおよびカテゴリ

ーを生成した。④については、コードから

カテゴリーを生成した。 

 

（倫理面への配慮） 

所属施設のヒトに関する研究倫理

委員会の承認を得て実施した（ T24-

03B）。対象者には研究の目的、方法、内容、

研究協力および同意撤回の自由、データの

取り扱い等について書面および口頭で説

明し、書面での同意を得た。 
 
C．結果 

1．対象者 

 対象者の所属する病院の規模は 200 床

未満 2 施設、200～499床 5 施設、500床以

上 2 施設であり、主たる病院機能は高度急

性期 2 施設、急性期 6 施設、慢性期 1施設

であった。また、職位は看護部長 8 名、副

看護部長 1 名で、職位経験年数は 7 か月

～7 年であった（表 1）。 

 

2．看護業務効率化に関する組織的取り組

み 

 対象施設での看護業務効率化に関する

取り組みには、看護部門内での取り組みと

他部門が関与する病院全体としての取り

組みがあった。以下、【】はカテゴリー、

〈〉はサブカテゴリー、「」はコードで示

す。 

1）看護部門内での取り組み 

看護業務効率化に関する看護部門内で

の取り組みについて、【看護補助者等の確

保・活用】、【ICT の活用】、【機器類の活用】、

【看護記録における工夫】、【情報収集・情

報共有における工夫】、【看護提供体制の変
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更と業務分担】、【就業上のルールの変更】

の７カテゴリーが生成された（表 2）。 

【看護補助者等の確保・活用】は〈看護

補助者・クラークに周辺業務を委譲〉、〈教

育により、看護補助者の業務を拡大〉、〈搬

送業務の一本化により、病棟業務を行う看

護補助者を確保〉、〈看護補助者の確保〉の

4 サブカテゴリーから構成された。 

【ICT の活用】は〈ICT ツールにより、

作業時間を減らす〉や〈ICT ツールにより、

動線を減らす〉、〈ICTツールにより、関

連業務を集約する〉、〈患者への説明を ICT

ツールで代替〉、〈電子カルテ上で他職種

と情報共有〉、〈看護ケアの評価に ICT を

使用〉、〈職員間のコミュニケーションツ

ールの導入〉の 7 サブカテゴリーから構成

された。 

【機器類の活用】は〈機器やディスポ製

品の導入により、作業を代替・減らす〉の

サブカテゴリーから構成された。 

【看護記録における工夫】は〈看護記録

の簡素化〉、〈記録の重複をなくす〉、〈優先

度の低い記録の中止〉、〈看護計画と連動し

た看護記録形式に変更〉、〈勤務時間内に記

録の時間を設定〉の 5 サブカテゴリーから

構成された。 

【情報収集・情報共有における工夫】は

〈患者ケアに必要な情報を一元化する〉、

〈患者ケアに必要な情報を明確にする〉、

〈申し送りの廃止〉、〈申し送り時間の短

縮〉の 4 サブカテゴリーから構成された。 

【看護提供体制の変更と業務分担】は

〈チームでの看護提供〉、〈看護師と介護職

員のペアでの看護提供〉、〈外来看護師によ

る複数診療科の担当〉、〈強みを活かした看

護師ペア内での業務分担〉の 4 サブカテゴ

リーから構成された。 

【就業上のルールの変更】は〈就業開始

時間の変更〉と〈勤務体制の変更〉の 2サ

ブカテゴリーから構成された。 

2）病院全体での取り組み 

看護業務効率化に関する病院全体での

取り組みについては、【他職種とのタスク

シェア】、【専門職へのタスク・シフト】、

【非専門職へのタスク・シフト】、【部門間

での業務分担】、【多職種間での作業工程の

共有・工夫】、【複数部署が関わる業務フロ

ーの変更】の 6 カテゴリーが生成された

（表 3）。 

【他職種とのタスクシェア】は〈臨床検

査技師とのタスクシェア〉と〈臨床工学技

士とのタスクシェア〉の 2 サブカテゴリー

から構成された。 

【専門職へのタスク・シフト】は〈臨床

検査技師へのタスク・シフト〉、〈薬剤師へ

のタスク・シフト〉、〈放射線技師へのタス

ク・シフト〉、〈リハビリ職へのタスク・シ

フト〉の 4 サブカテゴリーから構成され

た。 

【非専門職へのタスク・シフト】は〈医

療秘書へのタスク・シフト〉と〈業者への

タスク・シフト〉の 2 サブカテゴリーから

構成された。 

【部門間での業務分担】は〈病棟と病棟

地域連携室との役割分担〉のサブカテゴリ

ーであった。 

【多職種間での作業工程の共有・工夫】

は〈関係者が作業の開始に気づくようなし

かけ〉と〈クリティカルパスの整備と活用〉

の 2 サブカテゴリーから構成された。 

【複数部署が関わる業務フローの変更】

は〈患者の動線の変更〉、〈入院患者の検査
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時間・場所の変更〉、〈伝票類への押印者の

変更〉の 3 サブカテゴリーから構成され

た。 

 

3．取り組みの促進要因 

 看護業務効率化の取り組みを促進した

要因として【看護部長のリーダーシップの

発揮】、【看護師長のマネジメント力】、【改

革案の実行者を巻き込む】、【業務実態の把

握による改善点の認識】、【他施設での取り

組みを知る】、【課題を共有・検討する組織

の存在】、【幹部や他部門が協力的】、【コミ

ュニケーションが良好で助け合おうとす

る風土】の 8カテゴリーが生成された（表

4）。 

【看護部長のリーダーシップの発揮】は

〈看護部長が改革の意図や方針を看護部

内に周知する〉と〈看護部長が根拠を基に

経営陣に訴える〉、の 2 サブカテゴリーか

ら構成された。 

【看護師長のマネジメント力】は〈部署管

理者等がマネジメント教育を受けている〉

と〈看護師長にタスク・シフト/シェアに

ついて学習してもらう〉の 2 サブカテゴリ

ーから構成された。 

【改革案の実行者を巻き込む】は〈看護師

長に対応案を考えてもらう〉、〈スタッフに

やりたいことを考えてもらう〉、〈関連部署

を巻き込む〉の 3 サブカテゴリーから構成

された。 

【業務実態の把握による改善点の認識】は

〈業務実態の把握と結果に対する危機感

の共有〉と〈業務量分析による改善点の把

握〉の 2 サブカテゴリーから構成された。 

【他施設での取り組みを知る】は〈職能団

体や他施設から業務改善に関する情報を

得る〉と〈関連のある他施設の状況を見る

機会がある〉の 2 サブカテゴリーから構成

された。 

【課題を共有・検討する組織の存在】は〈経

営陣を含めた検討組織がある〉、〈各職種・

各部門で構成される検討組織がある〉、〈他

職種と話し合う機会がある〉、〈看護部内に

具体的な課題に取り組むチームがある〉、

〈委員会等で定期的に進捗状況を報告す

る機会がある〉の 5 サブカテゴリーから構

成された。 

【幹部や他部門が協力的】は〈院長や部門

長が各部門に直接働きかける〉、〈委員会の

場で他部門から提案が出てくる〉、〈看護部

だけでなく、病院の課題として取り組む〉

の 3 サブカテゴリーから構成された。 

【コミュニケーションが良好で助け合お

うとする風土】は〈互いを思い合う〉、〈協

力し合う風土〉、〈他職種と気兼ねなく話せ

る雰囲気〉、〈提案を受け入れる風土〉の 4

サブカテゴリーから構成された。 

 

4．取り組みの阻害要因 

 看護業務効率化の取り組みを阻む要因

として、【人的資源の不足・活用不十分】、

【改革に対する関係者の認識の変容困

難】、【加算要件や労働契約上の制約】、【金

銭的な課題】の 4 カテゴリーが生成された

（表 5）。 

【人的資源の不足・活用不十分】は〈マン

パワー不足によりタスク・シフト/シェア

できない〉、〈看護補助者の確保が困難〉、

〈取り組みを評価する人材の不足〉、〈特定

行為修了看護師が十分活用されていない〉

の 4 サブカテゴリーから構成された。 

【改革に対する関係者の認識の変容困難】
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は〈タスク・シフト/シェアに対する認識

を変えることが難しい〉、〈改革の必要性や

危機感のなさ〉、〈協働マインドの醸成が難

しい〉、〈方針や意図が個々のスタッフまで

正しく伝わらない〉の 4サブカテゴリーか

ら構成された。 

【加算要件や労働契約上の制約】は〈労働

契約上の制約がある〉と〈加算要件のしば

りがある〉の 2 サブカテゴリーから構成さ

れた。 

【金銭的な課題】のサブカテゴリーは〈ICT

導入コスト〉であった。 
 
5．業務効率化の取り組みによる効果 
業務効率化の取り組みによる効果とし

て、【患者ケアの質向上】、【看護師の労働

環境の改善】、【業務負荷の軽減】、【精神的

ストレスの軽減】、【人材確保および質の向

上】の 5 カテゴリーが生成された（表 6）。 

【患者ケアの質向上】には「患者の待ち

時間減少」や「医師の指示が早く出る」、

「個別性のある看護計画の立案」といった

コードが含まれた。 

【看護師の労働環境の改善】には「残業

時間の減少」と「休暇取得率の増加」のコ

ードが含まれた。 

【業務負荷の軽減】には「業務が中断さ

れない」と「情報収集や記録等がしやすく

なった」というコードが含まれた。 

【精神的ストレスの軽減】には「記録に

対する負担感の軽減」や「医師とのやり取

りに対するストレスの軽減」といったコー

ドが含まれた。 

【人材確保および質の向上】には「離職

率の低下」、「自組織での特定行為研修の実

施」、「特定行為研修受講希望者の増加」と

いったコードが含まれた。 
 

D．考察 

1．看護業務効率化の取り組みとその効果 

看護業務効率化とは、日本看護協会によ

ると看護実践の場における業務のうち、非

効率的な方法や手順で実施している業務

や看護職員以外でも実施可能な業務、組織

内での業務負担の偏り等について、業務内

容や方法、体制を見直し、効率的な業務に

改善することである 1）。 

本調査の対象者が所属する組織では、看

護業務効率化の取り組みとして、看護補助

者や病棟クラークへの周辺業務の委譲や、

教育によってこれらの業務が実施できる

ようにしていた。事務作業や入院に関する

業務については、我々が 2019 年に行った

看護補助者の活用に関する実態調査にお

いて、看護補助者の業務として実施されて

いたのは回答施設の 4～5 割のみであり、

2～3 割が今後活用したい業務としていた

2）。同調査では対象の日常生活に関わる業

務の実施割合は 8～9 割であったことから、

この 5 年間で、看護補助者へのタスク・シ

フト/シェアが直接業務から周辺業務へと

拡大していることが推察される。看護職以

外でも実施可能な業務を看護補助者等に

委譲し、看護師にしかできない業務に専念

することで看護の質向上が期待される。 

業務効率化の取り組みとして、ICTや機

器類が活用されており、業務を代替・集約

することにより、作業時間や動線、重複作

業が減り、残業時間の減少や業務負荷の軽

減につながっていた。また、ICT や機器類

の活用は業務のムダを除くだけでなく、職

員間の情報共有やコミュニケーションの
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促進によって安全で質の高い患者ケアの

提供をもたらしていた。 

我々が 2018 年に行った看護業務のタイ

ムスタディ調査では、行為時間第１位が

日々の看護実施記録であり、これは残業時

間の１位でもあった 3）。本調査において、

テンプレートの活用、重複や優先度の低い

記録の中止といった看護記録のスリム化

がなされており、対象者は看護師の記録に

対する負担感の軽減を効果として捉えて

いた。看護記録は看護職の思考と行為を示

すものであり、看護実践の継続性と一貫性

の担保、評価および質の向上を目的とし、

適切な看護実践を行ったことを証明する

ものである 4）。看護記録における工夫の中

には看護計画と連動した看護記録様式に

変更したことで、個別性のなさに気づき、

看護計画の見直しにつながったという語

りも聞かれた。また、勤務時間終了後に記

載するものという認識を変えるために勤

務時間内に記録時間を設定した施設もあ

った。こうした試みは残業時間を減らすだ

けでなく、タイムリーな記録によるリアル

タイムでの情報共有が可能となり、ケアの

質向上につながることが期待できる。 

看護記録の記載量の減少は情報収集や

情報共有に係る時間の短縮をもたらすこ

とが考えられる。前述したタイムスタディ

調査では残業時間の 2 位が患者等からの

情報収集、3位が看護師間の申し送りであ

った 3）。本調査の対象施設では、口頭での

申し送りの廃止や短縮がなされていたが、

そのためには各自で電子カルテ等から情

報を収集することが必要となる。情報収集

に関しては勤務開始前のいわゆる前残業

も問題視されている 5）6）。本調査では、情

報の一元化や短時間で情報収集している

看護師の閲覧情報を共有するなど、短時間

で必要な情報が収集できるような工夫が

なされていた。看護記録や情報収集に関し

ては時間の短縮のみを目指すのではなく、

効果的な患者ケアに必要な記録内容や収

集内容を精査するとともに、看護師のアセ

スメント力向上の支援が必要であると考

える。 

ワークライフバランスが重視される中、

看護師の働き方は多様となり、施設によっ

ては日勤帯の業務開始時刻が看護師によ

って異なる状況もある。本調査では業務効

率化の取り組みとして、日勤の開始時刻を

遅らせることで、短時間勤務者も同時刻に

業務を開始できるようにしていた。これに

よる効果として、就業が可能となり、出産

や結婚での離職の減少があげられており、

経験を積んだ人材を確保できることは看

護ケアの質の維持につながる。慣習や従来

のやり方にとらわれない発想力を持ち、制

度や仕組みを見直すことも必要であろう。 

 チーム医療において、看護の業務効率化

を図るには、看護部門を越え、組織全体で

取り組む必要がある。本調査では、他職種

とのタスクシェアや専門職および非専門

職へのタスク・シフト/シェアに関する取

り組みについて語られていた。診療の補助

業務は看護師の独占業務であるが、臨床検

査技師における採血や検体採取、臨床工学

技士における生命維持管理装置の操作等、

法により実施が可能とされている業務が

ある。当該職種とのタスク・シフト/シェ

アによって、看護師は看護師にしかできな

い業務に専念することが可能となる。 

 多職種での協働は専門性の発揮による
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シナジー効果が得られる一方で、役割分担

が不明確であると責任の所在があいまい

となり、抜け落ちる業務が発生する可能性

がある。本調査では電子カルテの立ち上げ

によって、関係者に作業の開始が通知され、

各自が作業に取り組む仕組みを作り、これ

により看護師が作業未実施の職種に声を

かけなくてもよくなったことが語られて

いた。このように、本来不要な行為を防ぐ

には ICT による自動化が有用である。 

 

2．取り組みの促進要因 

1）看護部門内でのマネジメント 

本調査の対象者である看護部長は看護

業務効率化の取り組みを促進するために

リーダーシップを発揮し、看護部スタッフ

に対する方針の周知や経営陣に対するデ

ータに基づく説明を行っていた。改革の必

要性と目的の共有は改革を推進する上で

重要な最初のステップである 7）。次のステ

ップは、改革を推進するチームを結成し、

ビジョンを描くことであり、これによりト

ップダウンによるやらされ感ではなく、自

分事として取り組むことが可能となる。本

調査では、スタッフや師長に業務改善案の

検討を依頼すると共に、自分たちがしたい

看護を考えてもらっていた。自己決定理論

によると、人は自分で選択したことには関

心を持ち、内発的動機づけが高まる 8）。改

善策を実行する当事者がビジョンを描く

ことによって業務改善の目的を見失うこ

となく、モチベーションを維持した状態で

改革を進めることにつながると考える。 

組織の変革プロセスでは、短期的な成果

を上げるための計画を策定し、改善成果を

出すことによって、関係者が手ごたえを感

じ、さらなる改革を推進していく 7）。本調

査対象者が行っていた業務実態の把握と

改善点の認識は、短期的成果をあげるため

の課題の焦点化と言える。また、本調査の

対象者は他施設や職能団体から業務改善

に関する情報を得ていたが、従前より取り

組まれていた業務をさらに改善するには、

これまでとは異なる発想が必要との認識

があったと考える。 

2）課題を検討するための病院横断組織 

本調査の対象者が所属する組織では、業

務効率化について検討するフォーマルな

組織が存在していた。その構成員は病院経

営陣や他職種・他部門の職員であり、看護

業務の効率化が看護部門のみの問題では

なく、組織全体の課題として取り組まれて

いた。経営層や他部門は協力的な姿勢を示

しており、検討組織が形だけでなく、課題

解決に向けて実働することが効率化の取

り組みの成果につながると考える。その根

底にはコミュニケーションが良好で、助け

合おうとする組織風土が存在していた。コ

ロナ禍を機に、協力し合う風土が出来たと

語る対象者がいたことから、危機的な状況

から学ぶ学習する組織づくりが組織的な

取り組みの推進における基盤として重要

であると考える。 

 

3．取り組みの阻害要因 

看護業務効率化の取り組みを阻む要因

として、人的資源の不足や人材の活用が不

十分であることがあげられた。委譲相手が

いなければタスク・シフト/シェアは不可

能であり、いったん委譲した業務が看護師

に戻ってくる可能性もある。本調査の対象

者は薬剤師や臨床工学技士等の多職種の
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不足により、タスク・シフトが困難である

と語っていた。2025 年の病院看護実態調

査 9）では、72.9％が医師以外の医療関係職

種へのタスク・シフト/シェアを実施して

いたが、その 75.7％がタスク・シフト/シ

ェアの取組みを進めるにあたっての課題

として、「タスク・シフト/シェアを受ける

側の医療関係職種の余力（人員確保等）」

をあげており、人的資源の不足は全国的な

課題と言える。また、本調査では、看護補

助者の確保困難も阻害する要因として語

られていた。我々が看護補助者を対象に行

った調査では、働き続けるために病院に期

待することとして、回答者の 9 割が給与の

充実を挙げており、福利厚生の充実、資格

取得の支援、看護職との働き方の明示、教

育・研修の充実等が続いていた 2）。看護補

助者の確保・定着に向け、職能団体や各施

設において検討・実施されている様々な取

り組み 10）11）を参考にしつつ、自施設の状

況や業務内容に見合った報酬をはじめと

する処遇の改善、教育的支援の充実化等を

検討することが必要である。 

他にも、人的資源である特定行為研修を

修了した看護師を十分活用できていない

という課題があげられていた。一方で、特

定行為研修修了者が処置を行う間に医師

が指示を出すことでタイムリーな医療の

提供につながっていることや特定行為研

修修了者が活躍する姿を見て研修受講を

希望するスタッフが現れたこと、自施設で

特定行為研修を実施するようになったこ

とが語られていた。豊かな知識や高い技術

を持った看護師を活用することで、患者ケ

アの質の向上や組織メンバーの向上心を

高めることにつながることが期待できる。

そのためには、特定行為研修修了者が所属

する部署の管理者だけでなく、組織全体で

特定行為研修修了者に関心を持ち、育成・

活用していくことが重要である。 

業務効率化を阻害する要因として、関係

者の認識の変容困難があげられていた。大

きな問題が発生しない限り、新しいことを

開始したり、これまで行ってきたことを取

りやめたり、やり方を大きく変えたりする

ことは難しい。労働人口の減少に伴い、少

ない医療者で高まる医療ニーズに対応し

ていくにはこれまで以上に多様な働き方

や専門職種間での関係性の再構築が求め

られるだろう。さらに、看護師が行う業務

には他職種、他部門が実施可能な内容も含

まれる。部門間の温度差や危機感のなさに

対し、組織として取り組むには幹部や部門

長の働きかけが必要であると考える。 

その他、加算要件の厳しさから必要な部

署に十分な看護補助者を配置することが

出来ないことや ICT 導入のための費用が

業務効率化の取り組みを阻害する要因と

して挙げられていた。令和 8 年の診療報酬

改定では、ICT 機器等の組織的な活用に対

する看護要員の配置基準の柔軟化が示さ

れている 12）。こうした制度の適用を検討

すると共に、組織単独では解決が難しい課

題について、国や自治体レベルでの検討を

求め、現場の課題を発信していくことが重

要と考える。 

 

E．結論 

看護業務効率化に関する看護部門責任

者へのインタビューから、以下のことが明

らかとなった。 
1）看護業務効率化の具体的な取り組みに
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は、看護補助者の確保・活用、ICTの活用

等の看護部内での取り組みとタスクシェ

アやタスク・シフト/シェア等の病院組織

全体としての取り組みがあった。 

2）取り組みによる効果には患者ケアの質

向上、看護師の労働環境の改善や業務負荷

の軽減などがあった。 

3）看護業務効率化の取り組みを促進した

要因として、看護部長のリーダーシップや

検討組織の存在、助け合いの風土等、阻害

する要因として、人材不足や認識の変容困

難等が挙げられた。 

以上より、業務効率化の改革を推進する

には組織全体での情報共有・課題検討およ

び助け合いや変化を受け入れる風土づく

りが重要である。 
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